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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

３３

規

則

○
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
一

○
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
）…
一

○
東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
一

○
東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…
二

○
東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課
）…
三

○
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
企
画
課
）…
三

規

則

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る

規
則

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
東
京
都
規

則
第
二
百
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
九
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策

本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本

部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
号

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
一
号
ロ
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の

再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
一
号

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ

ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十

九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
イ
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に

改
め
る
。

第
四
十
七
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生

等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五

十
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
イ
中
「
第
百
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十

三
条
の
五
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
に
イ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

イ

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

法
第
百
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
三

東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第

三
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事

務イ

条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
開
発
区
域
内
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実

施
計
画
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
開
発
区
域
内
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実
施
計
画
の
変

更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

条
例
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
又
は
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

条
例
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
機

会
の
付
与
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
号
の
次
に
一
号
を
加
え

る
改
正
規
定
は
、
東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都

条
例
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規

則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
百
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
」
に
、

「
第
百
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
容
積
率
」
を
「
容
積
率
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を

「
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
条
」
を
「
第
七
十
六
条
の
二
十
八
」
に
、
「
除
却
」

を
「
除
却
等
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「東

京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則

」
を
「東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑

化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
四
号

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三

十
一
の
項
㈠
中
「
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
が
円

滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
⑴
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
観
覧
席
又
は
客
席
の
各
階
に
は
、

⑴
に
掲
げ
る
場
合
の
」
に
、
「
⑵
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
所
を
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
部
分

を
⑶
に
掲
げ
る
位
置
に
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
中
「
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
所
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
ア
中
「
観
覧
席
又
は
客
席
」
を
「
階
」

に
、
「
百
」
を
「
二
百
六
十
六
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
イ
中
「
観
覧
席
又
は
客
席
」
を
「
階
」
に
、

「
百
を
超
え
、
二
百
以
下
の
」
を
「
二
百
六
十
六
を
超
え
る
」
に
、
「
五
十
分
の
一
」
を
「
四
百
分
の

三
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
ウ
を
削
り
、
同
項
㈠
⑵
中
「
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
所
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑵
オ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

オ

各
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
、
当

該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。

別
表
第
三

十
一
の
項
㈠
⑵
オ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

二
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
に
設
け
ら
れ
る
も
の
が
オ
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
の
み
で
あ
る
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と
き
は
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
は
、
隣
接
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

別
表
第
三

十
一
の
項
㈠
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

ア

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を
超
え
る
場
合

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
（
⑵
オ

及
び
カ
の
規
定
に
よ
り
隣
接
さ
せ
た
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
以
上

に
縦
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。

イ

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
千
を
超
え
る
場
合

ア
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
車

椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
の
う
ち
一
以
上
に
横
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
一
の
横
通
路
に
接
し
て
複
数
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
設
け
た
も
の
に
あ

っ
て
は
、
分
散
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

別
表
第
三

十
一
の
項
中
㈡
を
削
り
、
㈢
を
㈡
と
す
る
。

別
表
第
五

十
一
の
項
㈠
中
「
⑴
に
」
を
「
当
該
観
覧
席
又
は
客
席
の
各
階
に
は
、
⑴
に
」
に
改
め
、

「
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
」
の
下
に
「
⑶
に
掲
げ
る
位
置
に
」
を
加
え
、
同
項
㈠
⑴
ア
中
「
観
覧
席

又
は
客
席
」
を
「
階
」
に
、
「
四
百
」
を
「
二
百
六
十
六
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
イ
中
「
観
覧
席
又
は

客
席
」
を
「
階
」
に
、
「
四
百
」
を
「
二
百
六
十
六
」
に
、
「
二
百
分
の
一
」
を
「
四
百
分
の
三
」
に

改
め
、
同
項
㈠
⑵
エ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ

各
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
、
当

該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。

カ

二
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
に
設
け
ら
れ
る
も
の
が
オ
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
の
み
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
は
、
隣
接
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

別
表
第
五

十
一
の
項
㈠
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

ア

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を
超
え
る
場
合

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
（
⑵
オ

及
び
カ
の
規
定
に
よ
り
隣
接
さ
せ
た
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
以
上

に
縦
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。

イ

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
千
を
超
え
る
場
合

ア
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
車

椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
の
う
ち
一
以
上
に
横
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
一
の
横
通
路
に
接
し
て
複
数
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
設
け
た
も
の
に
あ

っ
て
は
、
分
散
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
整
備
基
準
２
０
２
５

」
を
「福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
整
備

基
準
２
０
２
６

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
又
は
改
修
の
工
事
に
着
手
し
た
、
東

京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
市
施
設
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
整
備
基
準
適
合
証
（
以
下
「
適
合
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
の

完
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
を
妨
げ
な

い
。

３

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勧
告
に
お
い
て
勘
案
す
る
整
備
基
準
は
、
施
行
日
前
に
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
九
条
の
届
出
が
あ
っ
た
条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市
施
設
に
つ
い
て
は
、

旧
規
則
に
定
め
る
整
備
基
準
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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